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この動画では、令和６年度介護報酬改定の内容から、１０点の項目を抜
粋して説明します。

１．業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
２．高齢者虐待防止の推進
３．身体的拘束等の適正化の推進
４．利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減
に質する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

５． 「書面掲示」規制の見直し
６．通所介護等における入浴介助加算の見直し
７．介護職員の処遇改善
８．公正中立性の確保のための取組の見直し
９．介護支援専門員１人当たりの取扱件数
１０．居宅介護支援における特定事業所加算の見直し





業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。

・ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、

当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象と
なる。
・ なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付
けられた、 業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見
直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない

令和６年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.6）
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行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確
認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。

・ 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取
り扱いを発見した時点ではなく、 「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及
して減算を適用することとなる。
・ 例えば、通所介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継
続計画の未 策定が判明した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のた
めの指針及び非常災害に 関する具体的計画の策定を行っていない場合）、令
和７年 10 月からではなく、令和６年４ 月から減算の対象となる。
・ また、訪問介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続
計画の未策定が判明した場合、令和７年４月から減算の対象となる。

令和６年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）
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高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防
止するための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、
担当者を置くこと）がなされていなければ減算の適用となるのか。

・ 減算の適用となる。
・ なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意する
こと。

令和６年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）
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運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない
事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用す
るのか。

過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事
実が生じた月」となる。

令和６年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）
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入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。

・ 具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作におい
て介助対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、 入浴事故防止のためのリス
ク管理や安全管理等が挙げられるが、これらに限るものではない。
・ なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術
の向上を図るため、継続的に研修の機会を確保されたい。

令和６年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）
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賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。

・ 新加算等の各事業所内における配分については、介護職員への配分を基本
とし、 特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で
の柔軟な職種間配分を認めることとする。

介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第１版）
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賃金改善に当たり、一部の介護職員を対象としないことは可能か。

・ 介護職員等処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による
収入以上となることであり、 事業所（法人）全体での賃金改善が要件を満たして
いれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。
・ ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、
同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、 職務の内
容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
・ また、新加算等を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃
金改善を行う方法等について職員に周知するとともに、 介護職員等から新加算
等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、 当該職員についての賃金改
善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第１版）
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13 特定事業所集中減算について
(１) 判定期間と減算適用期間
居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計

画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間
の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。
① 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合は、減算適用期間を10月１日から３月31日までとする。
② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を４月１日から９月30日までとする。
(２) 判定方法
各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、

福祉用具貸与又は地域密着型通所介護（以下「訪問介護サービス等」という。）が位置付けられた居宅サービ
ス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人（以下
「紹介率最高法人」という。）を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス
等のいずれかについて80％を超えた場合に減算する。
（具体的な計算式）
事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80％を超

えた場合に減算
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理
指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留意事項について







今回の介護報酬改定ではこの動画で説明した内容以外にも、沢山の項

目が改定されています。介護報酬改定における改定事項の概要一覧

は資料として掲載しますので、各事業所で確認をお願いします。
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